
農産物等海外販路開拓支援事業実施要領 

 

 「農産物等海外販路開拓支援事業」については、福島県農産振興事業補助金交付要

綱（以下「交付要綱」という。）、福島県農産振興事業事務取扱要領、福島県補助金

等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号）に定めるもののほか、

この要領に定めるところにより適正な実施を図るものとする。 

 

第１ 事業の目的 

本事業は、県産農林水産物、または県産農林水産物を使用した加工品の海外輸

出に関する活動を行う団体に対し、県産農林水産物等の輸出促進及び海外販路拡

大、海外における風評の払拭を図ることを目的として支援するものとする。 

 

第２ 事業の内容等 

 事業区分、事業実施主体、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるものとする。 

 

第３ 補助 

福島県知事（以下「知事」という。）は、予算の範囲内において、交付要綱の

定めるところにより、事業実施主体に対し補助するものとする。ただし、交付額

は千円単位とし、千円未満の額は切り捨てることとする。 

    なお、本事業による補助は、当該事業年度において１補助事業者当たり１回限

りとする。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限

りでない。 

 

第４ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は単年度とする。 

 

第５ 事業実施の手続き 

 １ 事業実施計画の承認等 

 （１）事業実施主体は、実施計画承認申請書（別記様式１）及び事業実施計画書（別 

記様式２）を作成し、知事に提出する。 

（２）知事は、事業実施計画の審査を行い、適当と認められるときは、事業実施主 

体に対して事業実施計画の承認を行うとともに、承認結果を通知する。 

（３）知事の承認を受けた事業実施主体は、交付要綱第３条に定める申請をするこ 

とができる。 

２ 事業実施計画の変更 

（１）事業実施主体は、交付要綱第６条に定める申請を行う際には、変更箇所を二

段書きした事業実施計画書（別記様式２）を添付すること。 

（２）事業実施主体は、交付要綱第６条に定める変更に該当する場合を除き、事業

実施計画書（別記様式２）第１ 総括表の活動名を追加若しくは削除する場合

は、事業実施計画変更届（別記様式３）を知事へ提出する。 

 ３ 交付決定前の着手 

   事業の着手は、原則として、県からの交付決定を受けて行うものとする。ただ

し、当該年度において、補助金交付の内示後であって、やむを得ない事情により、



交付決定前に着手する必要がある場合には、事業実施主体は、次の条件を承諾の

うえ、その理由を具体的に明記した交付決定前着手届（別記様式４）を知事に提

出するものとする。 

（１）諸般の事情から補助金が交付されないことになっても、異議を申し立てない

こと。 

（２）補助金交付決定前に事業計画を変更しないこと。 

 

第６ 補助の取り消し 

   知事は、事業実施主体が次の各号に該当するときは、この補助の全部又は一 

部を取り消すことができる。 

 １ 事業実施主体が所定の期日に業務を遂行しないとき。 

 ２ 事業実施主体が明らかに業務を遂行することができないと認められるとき。 

 ３ 事業実施主体が解除を申し出たとき。 

 ４ 事業実施主体又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。 

 ５ 事業実施主体が次のいずれかに該当するとき。 

（１） 役員等（民間団体の役員又は支所の代表者をいう）が暴力団員による不当 

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下、「暴力団対策法」 

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で 

あると認められるとき。 

（２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 （３）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め 

られるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与 

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

していると認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

と認められるとき。 

 

第７ 概算払 

   知事は、必要があると認めるときは、交付要綱の定めるところにより概算払

いの方法により補助金を交付することができる。 

   ただしこの場合は、交付決定額の５０％を上限とする。 

 

第８ 事業実施報告 

   事業実施主体は、事業実施報告書（別記様式２）を、交付要綱第１０条に定

める実績報告に併せて知事に報告する。 

 

第９ 成果確認検査 

   知事は、事業の検査確認に当たっては、農林水産部所管の補助事業等に係る検



査事務取扱要領に準じて行うものとする。 

 

第 10 その他 

   この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年５月８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月２５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１９日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月２３日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和８年４月８日から施行する。



別表 

事業区分 事業実施主体・実施事業区分ごとの補助対象経費 補助率 

民間団体事業 （事業実施主体） 

海外輸出に関する活動を行う以下の団体 

県内に主たる事務所を置く農林漁業者の組織する団

体、商工業者の組織する団体、特定非営利活動法人、事

業協同組合、企業組合、公益社団法人、公益財団法人、

一般社団法人、一般財団法人、その他知事が特別に認め

る団体 

農林漁業者の組織する団体にあっては、農林漁業者２

者以上が主たる構成員であること（代表者の定め並びに

組織及び運営についての規約等の定めがあり、事業実施

及び会計手続きを適正に行うことができるものに限

る）。 

商工業者の組織する団体にあっては、商工業者（中小

企業者）２者以上が主たる構成員であること（代表者の

定め並びに組織及び運営についての規約等の定めがあ

り、事業実施及び会計手続きを適正に行うことができる

ものに限る）。 

 

（補助対象経費） 

１ 海外販路拡大 

海外での商談会等のイベント、海外百貨店等における

出品や販売促進、海外における個別商談及び市場調査、

海外輸出のための情報収集、海外バイヤーの招へい等に

要する以下の経費 

イベント運営費（出展料等含む）、旅費、通訳・翻訳

費、資材費・資材作成費、通信運搬費（※1）、販売

促進員雇用経費、保険料、使用料、賃借料、手数料、

試食等サンプル経費（※2）、サンプル分析費、車両

借上料等 

  

２ 輸出環境整備 

輸出対象国（地域）が求める検疫等の条件への対応（証

明書取得、検疫官の招へい、輸送試験及び保存試験等）

等に要する以下の経費 

旅費、通訳・翻訳費、資材費・資材作成費、通信運搬

費（※1）、除虫作業員等雇用経費、保険料、使用料、

賃借料、手数料、試食等サンプル経費（※2）、サン

プル分析費、車両借上料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費の

3/4以内。 

ただし補助額は

1,500 千円を上限

とする｡ 

 

 

 

 

 

定 額 

ただし、補助額は

1,500 千円を上限

とする。 



県域等農業団体事

業 

（事業実施主体） 

全国農業協同組合連合会福島県本部、福島県養鶏協会、

福島県酪農業協同組合、うつくしま蕎麦王国協議会、福

島県きのこ振興協議会、福島県漁業協同組合連合会、ふ

くしまイレブン販売促進協議会、福島農民連産直農業協

同組合、ふくしま未来農業協同組合、会津よつば農業協

同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同

組合、福島さくら農業協同組合、その他県域を区域とし、

県産農林水産物（加工品を含む）の販売促進を主たる目

的とする団体で、知事が特別に認める団体 

 

（補助対象経費） 

１ 海外販路拡大 

民間団体事業に同じ 

 

 

 

 

２ 輸出環境整備 

民間団体事業に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費の

3/4以内。 

ただし補助額は

3,000 千円を上限

とする｡ 

 

定 額 

ただし、補助額は

3,000 千円を上限

とする。 

注１ WTO協定に反するものを除く。 

注２  構成員やその経営先等への委託経費は対象外とする。  

※１ 通信運搬費は、販促資材等の運搬に係る経費が対象であり、販売商品は対象外とする。  

※２ 試食会等サンプル経費は、試食用原材料費、食器などの消耗品等、実際に支払われる経費

を対象とする。 



 

別記様式１ 

記  号  番  号 

令和  年 月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

     住 所 又 は 所 在 地 

        代 表 者 名     

 

農産物等海外販路開拓支援事業実施計画承認申請書 

農産物等海外販路開拓支援事業実施要領第５の規定により承認を受けたいので、下

記のとおり関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 事業実施計画書 

   別紙（別記様式２）のとおり 

 

２ その他の書類 

（１）団体規約・定款等 

（２）役員名簿 

（３）団体の活動が分かる資料（事業計画書、事業実績書等） 

（４）最近の収支予算書、決算書 

（５）その他必要な書類 

 

３ 本事業の責任者及び担当者 

（１）責任者氏名 

（２）担当者氏名 

（３）連絡先 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式２ 

事業実施計画書 

（事業実施報告書） 

第１ 総括表                                                 

実施事業区分 活 動 名 
事業費計画額 

（事業費精算額） 
備考 

海外販路拡大 

 

 

輸出環境整備 

 

1  

2  

 

1  

 

         円 

         円 

 

 円 

 

 

合 計           円  

※実施事業区分名の欄には、｢海外販路拡大｣と｢輸出環境整備｣に区分して記入す

る。 

活動名の欄には、個別計画書③の「活動名」を記入する。 

事業費計画額（精算額）の欄には、活動名ごとの事業費及び合計額を記入する。 

 

第２ 事業の目的 

 

 

 

 

                                              

第３ 事業の目標及び実績等 

 １ 事業の目標   

目標（達成すべき成果）（例に従い具体的に記載のこと） 

（例：具体的な商談先、商談内容、契約関係、直近３年間の実績及び今後３年間の売上見込み、市場占

有率等） 

 

 

実績及び成果（目標に対する成果を具体的に記載のこと） 

 

 

 

 注）実績及び成果の欄は、事業実施後に記入する。 

 

 ２ 過去の補助実績 

実施年度 国・地域 商品 

   

 注）複数年度実施した場合は年度毎に国・地域、商品を記入する。                                       



（個別計画書（実績書）） 

                       団体名等：          

① 経費の内訳 

実施事業区分 
 

備 考 
事業費 補助金 その他 

海外販路拡大 

 

輸出環境整備 

円 

 

円 

円 

 

円 

円 

 

円 

 

合 計 円 円 円  

 

② 活動内容 

実施事業区分 事 業 内 容 

 

海外販路拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出環境整備 

 

1 ○○（活動名） 

   期間： 

   場所： 

   内容： 

   事業費計： 

2 ●●（活動名） 

   期間： 

   場所： 

     内容： 

   事業費計： 

 

1 □□（活動名） 

   期間： 

   内容： 

   事業費計： 

 

  

 

  

 



③ 各活動の内訳 

                               No.      

活動名  

期間 令和  年  月  日( ) ～ 令和  年  月  日( ) 

場所 
 

 

活動内容 

＜海外販路拡大＞ 

（本活動の目的、販売・ＰＲ品目、イベント規模、ＰＲの対象者

（ターゲット）、連携する団体・市町村等名、活動の具体的内容

等を記載する。） 

 

＜輸出環境整備＞ 

（本活動の目的、輸出対象国、対象品目、輸出環境整備活動の具

体的内容等を記載する。） 

 

 



活動費 

＜海外販路拡大＞ 

イベント運営費：                  円 

旅費：                       円 

通訳・翻訳費：                   円 

資材費・資材作成費：                円 

通信運搬費：                    円 

販売促進員雇用経費：                円 

保険料：                      円 

使用料：                      円 

賃借料：                      円 

手数料：                      円 

試食等サンプル経費：                 円 

サンプル分析費：                  円 

車両借上料：                    円 

その他 

（具体的に記載のこと）：               円 

  合計               円 

（補助金        円、自己負担額       円） 

 

＜輸出環境整備＞ 

旅費：                       円 

通訳・翻訳費：                   円 

資材費・資材作成費：                円 

通信運搬費：                    円 

除虫作業員等雇用経費：                  円 

保険料：                      円 

使用料：                      円 

賃借料：                      円 

手数料：                      円 

試食等サンプル経費：                 円 

サンプル分析費：                  円 

車両借上料：                                       円 

その他 

（具体的に記載のこと）：               円 

  合計               円 

（補助金        円、自己負担額       円） 

担当部署名  

担当者職名  担当者氏名  

住 所 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  

※活動名ごとに本葉を記載すること。 



別記様式３ 

記  号  番  号 

令和  年 月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

     住 所 又 は 所 在 地 

        代 表 者 名     

 

農産物等海外販路開拓支援事業実施計画変更届 

 令和  年  月  日付けで承認された事業実施計画を変更したいので、下記の

とおり届け出ます。 

記 

１ 変更理由 

 

２ 事業実施計画書 

  別紙（別記様式２）のとおり 

 

（注）変更の内容が容易に比較できるよう、変更前を（ ）書きとし二段書きとする。

また、必要に応じ関係書類を添付する。 

 

 

 



別記様式４ 

記  号  番  号 

年   月   日 

 

 福 島 県 知 事 

 

     住 所 又 は 所 在 地  

        代 表 者 名     

 

農産物等海外販路開拓支援事業交付決定通知前着手届 

農産物等海外販路支援事業実施要領第５の３の規定に基づき、事業実施計画に基づ

く別添事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に事業着手したいので届け出

ます。 

記 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失

を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担します。 

 

２ 交付決定を受けた交付金額が交付申請額または交付申請予定額に達しない場合

においても、異議はありません。 

 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画

の変更は行いません。 

 

４ 本件責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 



別添 

取組内容 

 

事業費 着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 

理由 

 円    

 

 


